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１ 会議名   令和３年 第９回教育委員会会議 会議録 

２ 開催日時    令和３年６月 29 日（火）午後２時 30 分～午後４時 00 分 

３ 開催場所  ２階 特別会議室 

４ 出席委員  教育長 守山 敏晴   

委 員 廣田 登志子、村尾 利勝、竹田 千恵、渡邉 博明 

５ 欠席委員  なし 

６ 会議出席者 

由宇支所長  ： 藤中 公子  周東支所長  ： 加藤 勝巳 

錦支所長   ： 下村 豊   美和支所長  ： 亀弘 典久 

教育政策課長 ： 遠藤 克也   

教育政策課 英語教育推進室長  ： 鬼武 伸哉 

学校教育課長 ： 林 孝志   学校教育課主幹 ： 仁田 誠彦   

青少年課長 教育センター所長兼務 ： 福屋 憲道 

文化財保護課長 岩国徴古館長兼務 ： 後 詳子 

生涯学習課長 中央公民館長兼務： 村重 加代子 

中央図書館長 ： 山本 圭子  科学センター館長 ： 中村 洋一 

７ 会議従事職員   教育政策課 ： 大黒屋 誠、村上 葵 

８ 会議録署名委員  村尾 利勝、竹田 千恵 

９ 議事日程 

日程第１ 会議録署名委員の指名について 

日程第２ 報告第７号  所管事項について 

  日程第３ 報告第８号 文化審議会の答申（重要文化的景観の選定）について 

日程第４ 協議第２号 装港小学校の今後の方針について 

会議の大要 
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・ただいまから令和３年第９回岩国市教育委員会会議を開会します。審議

に入る前に、皆様に御報告いたします。この度の市議会において、私と  

渡邉博明新委員が教育長及び教育委員として議会の同意を得られ、本日

市長から辞令を交付されたところでございます。なお、任期につきまし

ては、私が３年、渡邉委員が４年となっております。それでは、新たに

教育委員に就任されました渡邉委員に御挨拶をいただきたいと思いま

すので よろしくお願いします。 

・川下町に住んでおります渡邉博明と申します。現在 54 歳で、川下地区

のことに関しては、いろいろ知りながら研究してきているところではご

ざいますが、岩国市全体となりますと大変ひよっこでございます。基本

目標である「志高く 豊かな心と 生き抜く力を育む」にしっかり応える

べく、岩国の子供たちの笑顔が更に増えるように日々これから研鑽努力

をしていく所存でございます。どうぞ皆様方、これから御指導、御鞭撻

のほど何卒よろしくお願いいたします。 

・ありがとうございました。渡邉委員におかれましては、今後、他の委員
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の皆様とともに岩国市の教育の充実に御尽力いただきたいと思います

ので、よろしくお願いいたします。 

・続いて、私からも一言御挨拶を申し上げます。この度、議会の同意を得

まして、令和３年６月 28 日付けで教育長に再任いたしました。第２期

目ということになりますが、これまで以上に気を引き締めて様々な課題

に取り組んでまいる所存ですので、３年間よろしくお願いいたします。 

・なお、教育長職務代理者については、令和３年６月 28 日付けで廣田委

員を指名しましたので報告いたします。教育長職務代理者は、教育長に

事故があるとき、又は教育長が欠けたときに、具体的な事務執行を行い

ます。任期については法律では定められていませんが、教育長が別の委

員を指名するまでとなりますので、よろしくお願いします。 

・教育委員 10 年目になります。教育長は頑丈な心身を持っていらっしゃ

いますので決して事故はないと信じております。初心に帰って教育行政

に微力を尽くしたいと思います。どうぞよろしくお願いいたします。 

・なお、教育次長から、ほかの会議に出席するため、本日の会議を欠席す

る旨の申し出がありましたので、御報告いたします。 

・それでは日程第１会議録署名委員の指名を行います。本日の会議録署名

委員は、村尾委員と竹田委員にお願いします。 

・本日の議題は、日程第２「報告第７号 所管事項について」、日程第３

「報告第８号 文化審議会の答申（重要文化的景観の選定）について」、

日程第４「協議第２号 装港小学校の今後の方針について」、以上でご

ざいます。それでは、日程第２「報告第７号 所管事項について」を議

題といたします。これについては、協議会形式で進めたいと思います。

各担当部署から先に配布しております行事予定表について、補足又は所

管事項に関する懸案等がありましたら説明をお願いします。 

・報告事項が２件ございます。１件目は４月 28 日から５月 23 日まで開催

した由宇歴史民俗資料館の特別展「文字アート展」についてです。由宇

町在住の若手文字アーティスト作家でありますＴＯＭＯＫＯさんによ

る、文字を使って絵を表現するアート作品展を開催いたしました。人物

や動物、楽器などを描いた絵の中に漢字やアルファベットの文字が組み

合わさっておりまして、「謎解き絵」の画風が大変魅力的で約 50 点の作

品を展示し、また作家のトークショーを２日間開催し、たくさんの方に

御来場いただき大変好評な作品展でしたので御報告いたします。 

・２件目は７月 28 日の子ども講座「ペットボトルランタンをつくろう」

についてですが、講師の都合で中止となりましたので御報告いたしま

す。 

・昨年は夏季休業中に授業を行いましたが、今年度はその予定はありませ

ん。 

・令和４年の岩国市成人式についてですが、令和４年１月９日に三部に分
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けて行うことで進めております。状況によっては一部と二部を合体さ

せ、三部の時間を少し繰り上げて行うこととしており、また、申込制に

して事前に人数を把握する予定にしております。 

・７月 25 日の国際交流カフェにつきましては、当初、５月と６月に１回

ずつ実施する予定でしたが、５月分がコロナで延期になりましたので７

月 25 日に開催する予定としております。 

・ただいまの説明に、御質問・御意見がありましたら、お願いします。 

・由宇支所の「文字アート展」がすごく好評だったということですが、ど

のような個展だったのですか。 

・由宇町出身で、現在も由宇にお住まいの篠塚智子さんの個展だったので

すが、文字アートといって、絵の中に文字が入っています。謎めきのあ

る個展で、アンケートもかなり好評でした。 

・書道ではなくアートなんですね。 

・なぞなぞを解くような感じです。絵を見て、何という文字だろうと。 

・素晴らしいですね。文字と絵を組み合わせてイメージ化しているわけで

すね。これはとても素晴らしいアイデアですので、由宇だけでなくどん

どん広げていってください。 

・地元のアーティストですので、応援してあげたいと思います。 

・子供たちのヒントになりそうですね、芸術の。 

・いろんな想像力が広がっていきそうな感じですね。 

・ぜひ広げてください。 

・もう１点、コロナの第３波で感染者が非常に増えて、子供たちに移らな

ければいいなという感じでしたがそれも無く、学校も安定して進められ

たということで、非常に安心しております。その中で、子供たちの心の

ケアがかなり必要になってくるのではないかと思います。全国的に６割

から７割の子供が何らかの形で精神的に不安を感じているということ

で、学校の教育相談などが必要になってくるのではないかと思います

が、スクールカウンセラーの利用率はどのような状態でしょうか。 

・スクールカウンセラーについてですが、県から岩国市に今年度８名ほど

中学校区に派遣されております。全部で 13 校区あるので複数の中学校

区を受け持つスクールカウンセラーもおられます。これは県の事業で、

岩国市全体で 2,778 時間分の稼働配置が決まっています。令和２年度の

相談件数が小学校で 1,069 件、中学校で 556 件となっております。その

中で小学校の相談として多いのがやはり自分自身の性格のことで、それ

から友人関係――どう上手く友人と付き合っていけば良いのかという

こと。中学校においても、やはり一番は自分の性格のこと、二番目に長

期欠席――休んでいる子供がどのような不安を持っているのかという

相談が多かったです。 

・コロナ禍とそれ以前で相談件数は増えていますか。 
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・県から派遣される稼働時間は決まっていますので、その中でやりくりし

ているので、全ての時間を例年使い切っています。 

・件数についてはトータルの時間が限られている中でやりくりしていると

いうことで、その内訳も友人関係が二番目に入っているというわけです

ね。これは今までとは違って人と人との接触という形になるでしょう

ね。これまでは友達の家や外で集団で遊んだりして人間関係を構築して

きたのが、このコロナ禍で阻害されている。積極性が無い子供や内向的

な子供についてはなかなか自分から友達の輪へ入り込んでいけない、そ

れで人間関係がギクシャクするという中で、やはり担任やスクールカウ

ンセラーの出番が必要になってくるのではないかと思いますが、いかが

でしょうか。 

・御指摘のとおりです。全校全児童生徒を対象に、週一アンケートを毎週

木曜日辺りを中心に必ず行っております。その目的は、言われるように

教育相談――まずは担任との相談に繋げていきます。何か不安なことが

あればそれを伝えることの重要性、そして担任は状況を見極めて情報共

有する中で必要な子に対してはスクールカウンセラーを勧めていく、専

門的な派遣という手順が必要だと思います。その中心になっているのが

教育相談担当になりますので、研修等を通じて教育相談担当を中心とし

た相談体制を、また学校訪問をして支援しています。 

・教育相談の充実が今の学校の課題になっていると思います。ですから子

供を中心に物事を考える先生――内面的にどのようなものを持ってい

るのかというのを担任自身が子供のことを考えながら、普段の生活の中

で様子を見ながら、教育相談的な立場で対応していけば、コロナ禍のギ

クシャクした人間関係が少しでも改善できるのではないかと、そういう

ことで進めていただきたいと思っています。それとＳＳＷの活用は増え

ていますか。 

・毎年 666 時間と決まっており、そのうち全部というわけではありません

が、630～640 時間は毎回使い切っています。これも家庭環境に応じて進

めていまして、昨年度の実績としては 616.5 時間でした。対象になった

生徒は小学生 30 名、中学生 17 名となり、対象者の抱える問題としては

不登校で、関係機関が入りにくいところにＳＳＷが入っています。それ

から家庭環境――保護者の忙しさなどで家庭教育力が落ちている家庭

に対する支援などが、ＳＳＷの主な仕事の内容、関わり方になります。 

・教育力が落ちた家庭にいかに学校が寄り添っても、なかなか理解が示さ

れない、子供たちが野ざらし状態になるということで、入っていかざる

を得ないときにＳＳＷの力が学校にとっては救いの神となります。上手

く活用しながら、そういった家庭がケース会議の中でもかなり出てきて

いるのではないかと思います。それを全て網羅するわけにはいきません

が、できるだけそういう不遇な子供に対するサポートをどんどん進めて
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いただきたいと思います。頑張ってください。 

・岩国徴古館の常設展「岩国の歴史」と「錦帯橋の歴史」について、「岩

国の歴史」は基本市報で紹介されたものをまとめて展示をしてあると伺

っております。とても分かりやすく、小・中学生や高校生に岩国のこと

を知ってもらうということで分かりやすく展示してあったので学生に

も見て欲しいと思います。まだ開催中ですが集客はどのようでしたか。 

・今現在の集客人数ははっきりと分からないのですが、横山にあるほかの

施設と比べて徴古館はコロナの影響が割と少なく、コロナ前に近い入館

者を維持できていると思います。 

・良かったです。施設自体が文化財で素晴らしい施設で、しっとりとした

中で岩国の歴史を知ることができまして、チラシの中に、予約制だった

のですが、学芸員に説明をしてほしいとの要望があればお答えしますと

ありまして、このアイデアはどこから生まれたのですか。 

・学芸員からです。 

・とてもいいことだと思います。学芸員の方はとても詳しいので、話を聞

いてみるとまたよく分かるなと思います。とても良い心掛けをしておら

れるなと思います。そのついでに課長がどこにいらっしゃるか文化財保

護課に行ってみましたが、なんとも素敵な事務所で、入ったところにい

ろんなものがあって、あれはいずれ建て替わるかもしれないですが、な

かなかクラシックな所で仕事をしておられるなと思いました。 

・教育センターにお尋ねしますが、村尾委員からも話がありましたが、コ

ロナが長く続いているので、子供たちの心の健康など先生方もいろんな

指導に悩んでおられます。音楽では、リコーダーを４月に買って子供た

ちの名前を入れるのですが、名前が彫られて手元に届いたけど吹けなか

ったということで最初は随分ショックを受けておられました。今はだん

だん吹いていますけれども。どのようにコロナと付き合っていくかとい

う点で御苦労も多いのかなと思います。研修計画を見ておりましたら、

夏季にＩＣＴの研修が予定されているようで、また８月にたくさん研修

が入るのではないかと思います。現場の先生方はＩＣＴの研修に加え

て、子供がいる間は子供の心の健康や子供と向き合う――コミュニケー

ションを取ることの板挟みで大変忙しいのではないかと思いますが、い

かがでしょうか。 

・夏季研修の大きな目標の一つに初任者研修があります。初任者研修につ

いては旅費が決まっているため、近場の研修がどうしても必要になって

くるので、ある程度の研修数は岩国市で担保しておく必要があり、数多

く準備しています。なるべく現場の先生方のニーズの高いものを提供で

きるように、ＧＩＧＡスクールに取り組む岩国市のＩＴ化の取組内容で

あるとか、先ほど挙げましたように教育相談の体制の在り方であると

か、子供との関わり方、保護者との関係性の持ち方等を幅広く先生方に
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役立つような内容を提供していきたいと思います。 

・ＧＩＧＡスクール構想でいろんなソフトがたくさん入ってきております

ので、そのソフトの使い方やプレゼンテーション等が夏休みに集中して

行われるようになると思いますが、どうぞよろしくお願いいたします。 

・錦支所の７月の行事予定に「錦川川遊び体験教室」というのがあります

が、その川遊びというのは、錦川に入るということでしょうか。川に入

って遊ぶというのは危険ではないですか。泳いだりするのですか。 

・錦町の広瀬地区で行います。基本的にはカヌーを出して遊びます。カヌ

ーの業者と放課後児童教室が一緒にカヌーを出して遊ぶということで

想定しています。 

・泳いだりはしないんですか。 

・基本的にはカヌーに乗りますが、時間があれば泳がれることもあります。 

・事故のないように気を付けてください。 

・夏休みに入りますが、子供たちの遊びの中でプール解放は行いますか。 

・授業は各学校で三密を避けて人数を制限しながら行いました。玖珂小学

校など場所によっては夏休みに施設の開放をされるところもあります

が、場合によっては中止とするところもあると聞いております。 

・学校の授業では飛沫感染防止や人との距離を離すことで指導できると思

いますが、夏休みに入ると学校教育の範疇外で、親の責任の下でプール

開放するとは思いますが、あの中で一人か二人の親が見て、あとは子供

がひっついたり、コロナ対策については難しいのではないかと思いま

す。 

・施設開放についてはスポーツ推進課が担当なので、その辺りは人数制限

を設けながらやると思います。各学校で子供会などが実施するところが

あるかもしれませんが、これについては把握できていないのですが当然

人数制限をかけてやると思います。 

・今度校長会があるときに、プール開放について、第４波が流行ったり、

デルタ株の感染力が高く子供に移りやすいというのが危惧されますの

で、その辺りを十分に気を付けながらプール開放をしてほしいと指導し

てください。 

・別にないようでしたら、以上で報告第７号を終わります。 

・次に、日程第３「報告第８号 文化審議会の答申（重要文化的景観の選

定）について」を議題といたします。文化財保護課から説明をお願いし

ます。 

・文化審議会の答申（重要文化的景観の選定）についてですが、文化庁文

化審議会は、「錦川下流域における錦帯橋と岩国城下町の文化的景観」

の重要文化的景観の選定について、文部科学大臣に答申したので、教育

委員会に報告するものでございます。 

・概要につきましては、お配りしておりますお手元の資料にございますが、
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教育長 

村尾委員 

 

 

文化財保護課

長 

 

 

 

 

村尾委員 

 

 

文化財保護課長 

村尾委員 

簡単に文化的景観について触れさせていただきます。 

 日本の多様な気候風土の中で、人々が地域の自然と関わりながら生業を

立て、生活を営み、長い年月をかけてその土地ならではの特徴的な景観

を築き上げていますが、文化財保護法では、こうした歴史と風土に根差

した暮らしの景観を受け継ぐ土地を「文化的景観」として、文化財の一

つに位置付けています。 

 こうした景観は、日本の文化を理解する上でとても大切ですが、身近で

あるが故に、その良さに気づかれることなく失われつつあります。日々

目にする景観の中には、文化的景観と感じられるものがありますが、そ

の中でも地域の特色を示す代表的なものや、他に例のない独特なものと

して国が選定したものが「重要文化的景観」となります。 

・錦川下流域における錦帯橋と岩国城下町の文化的景観の特徴としては、

「川と向かい合う都市の仕掛けと暮らし」「錦帯橋がつなぐ岩国城下町」

「描かれる風景と物見の生業」と、まとめることができます。 

・本選定につきましては、錦帯橋課が事務局の中心となり作業を進めてお

りますが、今後、本年度中に予定される国の選定告示に向け、来年度か

ら保存活用計画に基づく整備活用計画の策定や、修繕が必要な重要な構

成要素の改修、文化的景観の特徴や価値を周知する取組などを行ってい

きます。 

 また、既存資源の整備・活用や、新たな資源の創出に取り組み、錦帯橋

を中心とした往来を城下町全体の往来につなげることにより、地区の賑

わいの創出を図りたいと考えており、庁内各関係機関が連携し、錦帯橋

と岩国城下町を中心に、この重要文化的景観の価値を将来につないでい

けるよう、しっかりと進めてまいりたい考えております。 

・ただいまの説明に、御質問・御意見がありましたら、お願いします。 

・景観の規制があるんですか。もし地域住民が家を建てるということにな

ると、鉄筋コンクリートや変な形のものをもし造りたいとなったときに

景観に違和感が生じますよね。 

・重要文化的景観になる前から西岩国地区には景観条例等がございますの

で、元々あるそのような制度の中で規制のお願いはしています。ただこ

の重要文化的景観に認定されることによって、構成要素として指定され

たものについては、全てではありませんが国の補助が受けられる場合も

あるようなメリットも出てきますので、一概に住民の方に御迷惑をかけ

るばかりではございません。 

・この地図上で示された地区の範囲内ということで、今説明があったよう

な景観を保持するということですね。もうこれは資料を提出して認定さ

れたんですか。 

・まだ告示が済んでいませんので、告示を待っているところです。 

・いつ告示がされますか。 
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文化財保護課長 

 

村尾委員 

教育長 

村尾委員 

 

廣田委員 

文化財保護課長 

廣田委員 

文化財保護課長 

教育長 

 

 

 

各委員 

教育長 

 

 

 

教育長 

 

 

教育長 

 

教育政策課長 

教育長 

村尾委員 

 

 

 

教育政策課長 

 

 

村尾委員 

 

 

 

 

 

・年度内を目処にということですが、例年の流れでいくと年内の秋頃に告

示がされるのではないかと思います。 

・分かりました。 

・山口県の中で唯一の認定となります。 

・早く認定してもらってどんどんアピールしたほうがいいですね。頑張っ

てください。 

・今回認定される地区は風致地区と被っているのですか。 

・全てではありませんが。 

・ほぼ風致地区ということですね。 

・はい。まちづくりと一体になると思います。 

・別にないようでしたら、以上で報告第８号を終わります。 

・次に、日程第４「協議第２号 装港小学校の今後の方針について」を議

題といたします。なお、この日程については、公表までの間、議事につ

いては非公開としたいと思いますが、いかがでしょうか。 

・異議なし 

・御異議なしと認め、日程第４は非公開といたします。 

・それでは非公開として議事を進めてまいりますので、関係者以外の方は

退出をお願いします。 

＜傍聴人退席＞ 

・ここで、暫時休憩といたします。関係職員以外の方はこれにて解散とな

ります。 

＜教育政策課関係職員 以外 退席＞ 

・休憩を終わり、会議を再開いたします。それでは教育政策課から説明を

お願いします。 

・（教育政策課 説明） 

・ただいまの説明に、御質問・御意見がありましたら、お願いします。 

・今説明の中に、建て替えの場合、プールを解体して校舎講堂を建てるの

に４～５年かかるとありますよね。その間ほとんどグラウンドが使えな

い。プールもほとんど使えない。そのような状況に陥るという説明の後

にアンケートを実施したのですか。 

・アンケートは２月から３月にかけて実施しまして、このスケジュールは、

今後こういったことが想定されるということを念頭に４月後半に作成

したものですので、アンケート前には説明しておりません。 

・もしこの状況についての説明があったらアンケートの結果は変わってく

ると思います。正常な教育活動ができにくいと。４～５年はそういう状

況の中でやらないといけないということになるでしょう。今から地区と

保護者へのヒアリングの時にそのことをはっきり伝えないといけませ

んね。都市計画の図面もあって、学校の敷地内に道路が通る計画がある

ということも含めて説明してください。 
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村尾委員 

 

施設班長 

 

 

村尾委員 

 

施設班長 

村尾委員 

教育政策課長 

 

村尾委員 

 

 

廣田委員 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

村尾委員 

 

渡邉委員 

 

 

・計画がされているだけであって、今後道路ができるかどうかは定かでは

ありません。この計画を変更もしくは廃止という措置を取らないと、こ

の計画されているところに校舎を建てることができないという制約が

ありますので、その辺の協議は担当課が国と調整を行っていくという状

況になると思います。 

・それと赤い線の土砂災害特別警戒区域ですが、この区域には基本的に新

しい建物は建てられないのですか。 

・もし、この土地に建物を建てる場合は、土砂の災害に対して何かしらの

措置、例えば擁壁を作るとか、土砂が壊れてもその衝撃や災害に耐え得

る構造を持った建物にするとか、そういった措置が必要になります。 

・擁壁を取り除くと言っても、その上は潜水艇の記念公園がある山ですよ

ね。 

・山の斜面が崩れないように擁壁を作るとか、コンクリートで固めるとか

いろいろな手法はありますが、そういったことをしないと居室がある建

物は建てられません。 

・工事も並行して行わなければなりませんね。地域や保護者の方はそうい

った措置をとるのがどのくらい大変か分かりますよね。 

・簡単な規模ではないと思います。 

・擁壁は装港小学校の持ち物ではないでしょう。 

・法面については、公園景観課の所管です。学校と連携を取り合って事故

が起きないように対応しています。 

・難しいことは分かると思いますので、その辺りの説明を踏まえて保護者

に説明してください。５年間グラウンドがない状況で学校教育を行って

いくのは大変ですから。 

・今、村尾委員が言われた意見に私も同感です。それと、小中一貫教育で

すよね。20～30 年前の統廃合というのは、地域から文化が消えるとか、

子供たちがいなくなると人が少なくなるとか、そういった考え方がたく

さんありました。今、学校運営協議会で中学校区を単位として小中一貫

教育を充実させようということで、しかも東小・中学校は一体型の施設

でやっています。全国でも屈指の一体型の素晴らしい学校ができてお

り、モデル校となるような成果を挙げてもらってます。これを続けても

らって、アンケートにもありますが２学級以上が望ましいと言っている

装港小の保護者もいらっしゃるので、その中で学習するメリットもしっ

かり発信していく必要があるのではないかなと思います。 

・地域は学校を残してほしいという思いがあるので、物理的にこのような

状況ですよと説諭しながら進めた方がいいと思います。 

・子供たちの命を守ることを考えると、土砂災害警戒区域や特別警戒区域

に該当している場所に新しい建物を建てることはアウトだと思います。 

装港地区は人が亡くなる土砂災害がありましたから、こういった山あい
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村尾委員 

 

 

廣田委員 

 

 

教育政策課長 

 

 

村尾委員 

廣田委員 

村尾委員 

教育政策課長 

 

 

廣田委員 

 

 

 

 

 

村尾委員 

 

廣田委員 

教育政策課長 

教育長 

 

 

 

教育政策課長 

 

 

村尾委員 

教育政策課長 

教育長 

や線路脇に、今まではどうにかなったかもしれませんが、今後、万が一

崩れてくる場所に学校施設や避難所が建つことになったら、多分地域の

人も、学校がなくなっても、避難所を同じ場所に建て直してくれとは言

わないと思います。危ないことを地域の人も分かっているのでは。 

・装港地区は、地域と学校の結びつきが強い学校です。学校運営協議会が

できる前から、寺子屋とか、山口県で一番早いくらいの時期に地域と結

びついていたので、学校に対する愛着が根強いです。 

・今ある東小学校の学級数ですが、３校が統合すると少なくとも３クラス

は余分の学級が必要になります。それに加えて特別支援学級がもっと増

えると思いますが、その辺のゆとりは大丈夫ですか。 

・学級数としては余裕はあります。ただ、１クラス 35 人定員なので、全

学年が３クラスになるわけではなく、２クラスになる学年もこのまま継

続してしまうかと。 

・地域の意見というよりは、在校生の保護者の意見の方が強いですからね。 

・それを大事にしないといけませんね。 

・装港地区の人口は減少しているのですか。 

・子供の数については、今年は 76 人、令和４年が 68 人、令和５年が 66

人、令和６年が 66 人、令和７年が 69 人の予測で、著しく減る方向では

ない見込みです。 

・村尾委員がおっしゃるように、地域独特の今まで積み上げてきたものが

あるので、それをシャットアウトするのではなく、しっかりと耳を傾け

て、丁寧に説明しながら、でも最後は子供のためにどうするのが教育的

な付加価値があるかというのを保護者にしっかり説明していくのが一

番ではないかと、もちろん地域も大事ですけど。長い間の懸案事項です

よね。 

・両方五分五分ですよね。未就学児は東小への希望が１人ほど多くて、在

学生は装港小への希望が少し多い。 

・将来的には、装港小の校区の中に家が建つ土地があるんですよね。 

・装束５丁目に 37 区画です。和木との境に。 

・そこに住む人は東小・中に行けるのかということを不動産会社が尋ねて

きましたが、今のところ装港小学校ですと答えています。今回アンケー

トでどちらに行きたいかということで理由を書いてもらいましたが、交

通手段とか寺子屋のこととかいろいろなことが書いてありました。 

・それと保護者に説明をしていく中で、並行して学校運営協議会や地元の

代表者には伝えていかなくてはいけないかなと考えていますので、働き

かけの手順、順序をどうするか思案しています。 

・学校運営協議会は東小への統合を考えているのですか。 

・その辺りもまだ話ができていない状況です。 

・運用開始が令和 13 年から 14 年と長期にわたるので、今の小学生の６年
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廣田委員 

教育政策課長 

 

 

廣田委員 

教育政策課長 

村尾委員 

 

教育政策課長 

村尾委員 

教育政策課長 

 

 

教育長 

 

村尾委員 

 

 

教育長 

村尾委員 

廣田委員 

 

 

教育長 

村尾委員 

 

 

 

教育長 

 

 

村尾委員 

教育政策課長 

 

教育長 

教育政策課長 

間はこのままでいって。これから協議がどうなるか分かりませんが、す

ぐにというわけではないので、課題をオープンにしながらその中でどの

ように考えているのか丁寧に説明して時間をかけていければと。 

・これはいつまでに結論を出すのですか。 

・今日の会議でもう少し様子を見た方が良いとなれば、まだ決めずに地元

に接触して感触を得た方がいいのではないかということも考えていま

す。 

・そういったことができるのですか。 

・その方が良いということになれば、その方向で進めます。 

・アンケートを２～３月に実施したんですよね。その時の６年生が多かっ

たんですよね。 

・今の方が多いです。 

・未就学児は東小学校へ希望する方が多いですね。 

・ただ、今の未就学児というのが、在校生の保護者のうち、例えば小１と

年中の子がいれば在校生の方でカウントしておりまして、未就学児しか

いない世帯の保護者についてがそちらの数字に挙がってきています。 

・こういったことを教育委員会だけでなく市全体で考えていく必要もあり

ます。時期を見ながら対応していくと。 

・９年間のグラウンド不使用とか、体育館が使用できないということを考

えると、教育環境の面から、正常な教育活動がなかなか難しいのではな

いかということを行政サイドから言わないといけないと思います。 

・地域の理解を得ることが大切だと思います。 

・それはもう客観的な事実ですので。 

・それと併せて、例えば東小に統合したときに、保護者が送迎のこととか

下校時間のこととか心配されておりましたので、そこもフォローします

ということを説明してください。不安点ばっかりではなくて。 

・総合的にですね。 

・アンケート結果はこれだけしかないのですか。東小学校との統合という

ことになると、不安材料は何かということを出してもらって、それで地

域との結びつきがなくなるということなら寺子屋の継続も考えられま

すから。 

・送迎をバスでしますから、バスで帰ってきてそして寺子屋や放課後児童

教室をそちらでやるとか、そういった対応もできますから。地域と接点

が持てるような取組ができるように方向性を決めながら考えていけば。 

・このアンケートだけでは分からないですよね。二者択一だけで。 

・これはかなり集約した結果になります。今まで見ていただいた中で、そ

れぞれの理由を数値化して拾い上げたものはあります。 

・個人が特定されてしまう可能性もありますので。 

・自由記述欄については、そういった理由でオープンにするのは控えてい
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教育長 

教育政策課長 

 

 

教育長 

廣田委員 

教育長 

 

 

 

各委員 

教育長 

 

 

 

教育政策課長 

 

 

教育長 

 

く方針ではありますが、今後の参考になるべき課題もありますので、そ

れをいかにクリアしていくかということを考えていかなくてはと思い

ます。 

・不安材料を解消するための手引き辺りを作っておかないと。 

・寺子屋ということで気付いたのですが、今は装港小学校と装港地区の方

で学校のことができていると思いますが、当然、東小・中学校も地域協

育ネットがあるわけで、地域の方と学校がつながるシステムとか形があ

って、地域の人と子供たちが絆を深めるためにいろいろなことをやって

いるので、その中に組み入れることはいくらでもできるんではないか

と。装港地区の人も東小・中に来ることで更に視野が広がってもっとい

いものができるんではないかと思います。 

・いいチャンスですよね。 

・統合した後の跡地利用のことを考えるのはまた別の部署になるので、そ

ういった部署にも入ってもらって協議をしていくことになると思いま

す。 

・体育館のこととか、複合施設のこととか。 

・不安材料をそのままにしないように。 

・貴重な御意見をありがとうございました。ただ今の協議結果を総括しま

すと、装港小学校につきましては、今後『東小学校への統合に向けて地

元協議等を進めていくこと』になりますが、これに決定してよろしいで

しょうか。 

・異議なし 

・御異議なしと認めます。今後は統合の方向に向けて地元協議等を進めて

いくことになりますのでよろしくお願いいたします。 

・本日の議題は以上でございます。それでは、次回の教育委員会会議の日

程について、事務局からお願いします。 

・次回の定例会は令和３年７月 27 日火曜日、市役所本庁２階特別会議室

にて 14 時から所属長会議を、14 時 30 分から教育委員会会議を開催いた

します。 

・これをもちまして、令和３年第９回岩国市教育委員会会議を終了します。  
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